
沖縄総合事務局における取組について

内閣府 沖縄総合事務局 運輸部・開発建設部
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沖縄ブロックユニバーサルデザイン推進本部について

・ 東京オリンピック・パラリンピック大会のレガシーとしての「真の共生社会の実現」を図るとともに、障害
当事者目線に立った施策を展開していくため、本省・地方局にそれぞれユニバーサルデザイン推進本部
を立ち上げ、国・地方が一体となってバリアフリー施策の推進を図る。
・ 沖縄ブロックユニバーサルデザイン推進本部は、令和3年5月31日にオンラインで第1回を開催した。

日時 令和3年5月31日（月）15:00～15:45

議事

１．地方ブロック推進本部について

２．設置規約について

３．沖縄ブロック推進本部の
進め方について

４．沖縄事務局におけるバリ
アフリー施策の取組について

５．その他

≪沖縄ブロックユニバーサルデザイン推進本部 第１回本部会議概要≫

【オンライン会議の様子】

○地方ブロック一体となったマスタープラン・バリアフリー基本構想の策定促進

○バリアフリー教室等の共同開催など心のバリアフリーの推進

○共生社会ホストタウン市町村への主導的な支援 等

地方ブロック推進本部における施策

○本省各局・地方局の取組状況の情報共有

○共生社会ホストタウンの取組に関する地方本部と連
携した支援

本省推進本部における施策

沖縄ブロックユニバーサルデザイン推進本部

（本部員）
（沖縄総合事務局開発建設部）

○建設行政課長
○営繕課長
○建設産業・地方整備課長
○河川課長
○道路管理課長
○道路建設課長
○港湾空港防災・危機管理課長

（大阪航空局那覇空港事務所）

○広域空港管理官

（沖縄総合事務局運輸部）

○企画室長
○陸上交通課長
○車両安全課長
○海事振興調整官
○首席海事技術専門官

（大阪航空局）
○空港部 管理課長
○総務部 航空振興課長

（副本部長）

沖縄総合事務局
開発建設部技術企画官

（本部長）

沖縄総合事務局
運輸部長
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ユニバーサルデザイン推進本部（地方ブロックの主要議題）

バリアフリー法改正や新たなバリアフリー整備目標策定を踏まえ、地方部のバリアフリー整備の加速化や基本構想等の
策定促進等を図るため、本省・地方に「ユニバーサルデザイン推進本部」を設置し、推進体制を強化

１．基本的考え方

（１）マスタープラン・基本構想の策定促進

○ 地方本部の一丁目一番地は、マスタープラン・基本構想の策定促進 ――― バリアフリー目標の達成の鍵は、本
部のプロモート活動の積極的実施

○ 本部員が日頃から付き合いのある自治体とのつながりをフルに活用したり、市町村の実情に詳しい都道府県担当者
を巻き込むことにより、本部員が緊密に連携して働きかけを実施

（２）バリアフリー教室等の共同開催

○ 整備局や市町村と共同してバリアフリー教室を開催する等、心のバリアフリーを本部のテーマとして取り上げ

（３）共生社会ホストタウンに対する主導的な支援

○ オリパラ大会のレガシーは「真の共生社会の実現」―― 国交省は大会終了後も共生社会ＨＴの取組を主導的に
支援。共生社会ＨＴにおける基本構想等の策定や心のバリアフリーの取組を継続的にフォロー。

（４）その他

○ 地方本部の本旨は、会議の開催そのものではなく、推進体制を構築すること
○ 今後のバリアフリーのキーワードは、「当事者参画」 ―― 地方本部で問題意識を共有し、当事者参画の取組に

ついて本部で検討

２．地方ブロックユニバーサルデザイン推進本部で取り扱う議題

3



バリアフリープロモーター活動

プロモーター活動実績
22年度：那覇市 28年度：那覇市、豊見城市、宮古島市（市主催の意見交換に参画）
23年度：石垣市、宮古島市、与那原町 29年度：南城市、石垣市、那覇市（市主催の意見交換にオブザーバー参加）
24年度：沖縄市、豊見城市 30年度：浦添市
25年度：宜野湾市、浦添市 R1年度：那覇市 （バリアフリー基本構想セミナーを那覇市と共催）
26年度：那覇市、糸満市、南城市 R2年度：全市町村対象（本省主催の説明会）、浦添市
27年度：那覇市、石垣市、本部町 R3年度：沖縄市（R3.4.14）、浦添市（R3.4.27）

沖縄管内プロモーター

・NPO法人エンパワメント沖縄
理事長 髙嶺 豊

・NPO法人バリアフリーネットワーク会議
代表者 親川 修

・NPO法人沖縄県脊髄損傷者協会
理事長 仲根 建作

• 運輸部企画室と開発建設部建設行政課、有識者や県外自治体（先進事例）からなるバリアフリープロ
モーターを県内市町村に派遣し、バリアフリー法の説明や、マスタープラン・基本構想作成の流れ、

• メリット等を説明し、マスタープラン・基本構想作成を促進している。

【沖縄市でのプロモート活動の様子】 【浦添市でのプロモート活動の様子】

状況に応じてプロモーターを派遣
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令和３年度の地方自治体へのプロモート活動

・ 目標達成に向けて、今年度の地方自治体へのプロモート活動件数を７件とする。
・ ４１市町村中、 １１市しかなく、離島が多く、旅客施設のある市町村が少ない中、地方自治体の方向性
を示せるマスタープランを、目標に関係なくより強く、広く働きかける。また、旅客施設のある市町村に
ついては、基本構想が策定されるよう重点的に働きかける。

・沖縄市
→ マスタープラン策定意向あり。

・浦添市
→ 新たな整備目標2,000人/日以上に該当する旅客施設（てだこ浦西駅）を有するため、
マスタープラン及び基本構想策定の働きかけを行った。

・宮古島市
→ 基本構想策定から時間が経ち、基本構想の見直し及びマスタープラン策定を促すため。

・名護市
→ １１市のうち、いままでプロモート活動を行っていないため。

・うるま市
→ １１市のうち、いままでプロモート活動を行っていないため。

・石垣市
→ 未策定であり、3,000人/日以上に該当する旅客施設（新石垣空港国内線旅客ターミナル、
石垣港離島ターミナル）を有するため、マスタープラン及び基本構想策定の働きかけを行う。

・竹富町
→ 新たな整備目標2,000人/日以上に該当する旅客施設（竹富東港）を有するため、マスター
プラン及び基本構想策定の働きかけを行う。

※ その他様々な会議の場を活用しながら、バリアフリーについて各市町村に幅広にプロモートしていく 5



移動等円滑化促進方針（マスタープラン）とは

• マスタープランの位置づけ、マスタープラン作成の背景、移動等円滑化促進地区の特性、マスタープランの計画期間等を記載。

●生活関連施設・生活関連経路
• 生活関連施設、生活関連経

路を位置づけ。
• 生活関連施設、生活関連経

路に関するバリアフリー化の促
進に関する事項を記載。

●移動等円滑化の促進に関する事項
• 移動等円滑化促進地区における

バリアフリー化の促進に関する事項
を記載。

• 旅客施設、道路の新設等の際に届け出る事項を記載。 • 市町村の求めに応じて提供すべき情報の内容等を記載。

●移動等円滑化促進地区の位置・区域
• 移動等円滑化促進地区の位置、地区の範囲、

地区の境界設定の考え方を記載。

○ 移動等円滑化に係る基本的な方針

◎ 移動等円滑化促進地区

◎ 行為の届出に関する事項 ○ バリアフリーマップの作成等に関する事項

旅客施設を中心とした地区や、高齢者、障害者等※が利用する施設が集積している地区において、市町村が面的・一体的なバリア
フリー化の方針を示すもの。
具体的な事業化の動きがなくても、市町村全域にわたる方針を示すなど、地域におけるバリアフリー化の考え方を共有することが可能。

●移動等円滑化の促進に関する住民その他の関係者の理解の増進及び移動
等円滑化の実施に関するこれらの者の協力の確保に関する事項
• 住民その他の関係者における障害の理解や協力の必要性・重要性を記載。
• 住民その他の関係者が取り組むべき「心のバリアフリー」に関する取組を記載。

［R2.6.19追加］

※高齢者、障害者等：高齢者、全ての障害者（身体障害者のみならず知的障害者、精神障害者、及び発達障害者
を含む。）及び妊産婦等、日常生活又は社会生活において身体の機能上の制限を受ける者は全て含まれる。
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移動等円滑化促進方針（マスタープラン）作成のメリット

○ 事業に関する調整の容易化

○ バリアフリーマップ作成等の円滑化
• マスタープランにバリアフリーマップの作成等について明記し

た場合、各施設の管理者等からバリアフリー化の状況等
を報告させることができ、円滑な情報収集が可能となる。

• 市町村が目指すバリアフリー化の方向性を示すことにより、
複数の関係者間で認識が共有され、事業者に事業化
に向けた準備期間を設けることができる。

• 後述の届出制度を通じて事業者との調整が可能となる
など、段階的な施設のバリアフリー整備が可能となる。

○ 道路や公園等のバリアフリー化に対する交付金の重点配分
• 道路事業や市街地整備事業、都市公園・緑地等事業等において

歩行空間の整備や公園施設のユニバーサルデザイン化を図る場合、
マスタープランに位置づけられた地区は、社会資本整備総合交付金
等の重点配分の対象となる。

バリアフリーマップの作成例（高槻市）

対象施設
義 務：旅客施設、特定道路
努力義務：特定路外駐車場、特定公園施設、特別特定建築物

情報提供の内容 エレベーターの有無／障害者対応のトイレ
や駐車施設の有無・数 等

以下の施設の管理者等に求めることができる

○ 当事者のまちづくりへの参加
• 地域住民である高齢者、障害者等の意見反映措置に

より、当事者参加による誰もが参加しやすいまちづくりが
可能となる。

○ 届出制度による交通結節点における施設間連携の推進
• 旅客施設と道路の境界等において改修等を行う場合に、事前に改

修工事の内容等を市町村に届け出てもらうことが可能となり、連続
したバリアフリー化が確保されるよう改修内容を変更する等の要請を
行うことができるなど、施設間の連携を図ることができる。

届出対象範囲
●生活関連施設である旅客施設：
・他の生活関連旅客施設
・生活関連経路を構成する道
路法による道路又は市町村
が指定する一般交通用施設

●生活関連経路である道路：
・生活関連旅客施設
・市町村が指定する生活関連
経路を構成する一般交通用
施設

届

出

工
事
着
手

計
画
の
変
更

必
要
な
措
置

の
要
請

支障なし

支障あり

届出の流れ 工事着手の30日前まで

改
修
等
の
計
画

以下の施設間の出入口部分が対象
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バリアフリー基本構想とは

●重点整備地区の位置・区域
• 重点整備地区の位置、地区の範囲、地区の境界設定の考え方を記載。

●生活関連施設・生活関連経路
• 生活関連施設（３以上）、生活関連経路を位置づけ。
• 生活関連施設、生活関連経路に関するバリアフリー化に関する事項を記載。

●移動等円滑化のために必要な
事項
• 重点整備地区におけるバリア

フリー化に関する事項を記載。
✡市街地開発事業との調整
✡駐輪施設の整備等の市街地改善
✡交通手段の充実
✡ソフト施策 等

●実施すべき特定事業に関する事項

• 事業内容
• 事業者
• 事業実施時期
等を記載。

• 対象施設
• 整備内容

旅客施設を中心とした地区や、高齢者、障害者等が利用する施設が集積している地区において、市町村が面的・一体的なバリアフリー
化の方針を示すもの。
具体的な事業化の動きがなくても、市町村全域にわたる方針を示すなど、地域におけるバリアフリー化の考え方を共有することが可能。

◎ 重点整備地区

旅客施設を中心とした地区や、高齢者、障害者等が利用する施設が集積している地区において、公共交通機関、道路、路外駐車場、
都市公園、建築物等のバリアフリー化を重点的・一体的に推進するために、市町村が作成する具体的な事業を位置づけた計画。
基本構想の作成を通じて施設管理者相互の連携・調整を行い、移動の連続性の観点から面的・一体的なバリアフリー化が可能となる。

• 基本構想の位置づけ、作成の背景、重点整備地区の特性、
計画期間等を記載。

• 市町村の求めに応じて提供すべき情報の内容等を
記載。

○ 移動等円滑化に係る基本的な方針 ○ バリアフリーマップの作成等に関する事項

［R2.6.19「教育啓発特定事業」追加］
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バリアフリー基本構想作成のメリット

○当事者のまちづくりへの参加

○ 公共施設等適正管理推進事業債
（ユニバーサルデザイン事業） の活用

○ バリアフリーマップ作成等の円滑化

○ 公共交通特定事業計画に係る地方債の特例
• 旅客施設におけるバリアフリー整備を公共交通特定事業

に位置づけ、国庫補助金の交付対象となる場合に限り、
当該事業に助成を行う場合に、地方財政法第５条の規
定によらず、地方債の対象経費とすることができる。

• 基本構想に基づく公共施設等のバリアフリー改修事業等につい
ては、一定の要件のもと、公共施設等適正管理推進事業債に
おけるユニバーサルデザイン事業の対象となる。（充当率：90％、
交付税措置率：30％（財政力に応じて最大50％まで引上げ））

○ バリアフリー法に基づく公共施設等のバリアフリー改修事業やその他の公共
施設等のユニバーサルデザイン化のための改修事業

＜バリアフリー改修の例＞
･･･車いす使用者用トイレ等の整備、出入口の段差解消、

エレベーターの整備、視覚障害者用ブロックの整備 等
＜その他のユニバーサルデザイン改修の例＞
･･･授乳室や託児室の整備、多言語による案内を行うための

施設の整備、観光施設等における洋式トイレの整備 等

対象事業

デジタルサイネージの整備
事業費：数十万円～数百万円（１台）

多目的トイレの整備
事業費：４００万円程度

【事業イメージ】

出入口の段差解消
事業費：３０万円程度

• 基本構想にバリアフリーマップの作成等について明記した場
合、各施設の管理者等からバリアフリー化の状況等を報告
させることができ、円滑な情報収集が可能となる。

（総務省作成資料より）

○ 道路、公園等及び鉄道駅のバリアフリー化
事業に対する交付金・補助金の重点配分

• 道路事業や市街地整備事業、都市公園・緑地等事業等
において歩行空間の整備や公園施設のユニバーサルデザイ
ン化を図る場合、基本構想に位置づけられた地区は、社
会資本整備総合交付金等の重点配分の対象となる。

• 鉄道駅のバリアフリー化の整備に関する補助制度について、
基本構想に位置づけられた鉄道駅の事業は、補助金の重
点配分の対象となる。

対象施設
義 務：旅客施設、特定道路
努力義務：特定路外駐車場、特定公園施設、特別特定建築物

情報提供の内容
エレベーターの有無、
障害者用のトイレや駐車施設の有無・数 等

○ 既存施設も含めたバリアフリー整備の推進
• 特定事業を設定することにより、既存施設もバリアフリー整備の義

務化の対象となり、バリアフリー化を推進することが可能となる。

• 地域住民である高齢者、障害者等の意見反映措置により、当
事者参加による誰もが参加しやすいまちづくりが可能となる。
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バリアフリー教室

・ 沖縄総合事務局では、高齢者、視覚障がい者、身体障がい者の疑似体験や介助体験などを通じてバ
リアフリーについての理解を深めてもらうとともに、ボランティアに関する意識を醸成し、誰もが高齢者、視
覚障がい者等に対し「お手伝いしましょう」とごく自然に声をかけてサポートできる「心のバリアフリー」を目
指し、平成１３年度以降バリアフリー教室を開催。

車いす体験

高齢者疑似体験

アイマスク体験

年度 対象者 体験場所 体験種類

H25 多良間村立多良間小学校３・４年生 フェリーたらまゆう 視覚・肢体・高齢者

H25 那覇市立石嶺小学校４年生 沖縄県福祉センター 視覚・肢体・高齢者

H26 なはモビリティウィークイベント参加者 国際通り松尾バス停 視覚・肢体・高齢者

H26 なはモビリティウィークイベント参加者 さいおんスクエア 視覚・肢体・高齢者

H27 宮古島市内の小学生4～6年生等 カママ嶺公園 視覚・肢体・高齢者

H27 なはモビリティウィークイベント参加者 てんぷす館 視覚・肢体・高齢者

H28 なはモビリティウィークイベント参加者 てんぷす館 視覚・肢体・高齢者

H29 商業施設関係者、宮古総合実業高等学校 沖縄県宮古事務所 視覚・肢体・高齢者

H30 渡嘉敷村立渡嘉敷小中学校3～6年生 フェリーとかしき 視覚・肢体・高齢者

R1 那覇バスターミナルに乗り入れるバス事業者
の運転者・職員及び障がい者等

那覇バスターミナル
視覚・肢体・高齢者・

移動検証

R2 一般旅客定期航路事業者の職員等 フェリー海邦 視覚・肢体・高齢者

【過去のバリアフリー教室開催一覧】

座学

【体験の種類】 10



バリアフリー教室の開催 （令和２年度）

・ 久米商船(株)の新造船「フェリー海邦」において１１月１６日に実施。

ＮＰＯ

参加者 一般旅客定期航路事業者の職員等（１２名）

内容

バリアフリー教室

１．座学
一般旅客定期航路事業者の職員等を対象と
した接遇等に係る講義を実施

２．実体験
車いす、アイマスク、高齢者疑似体験

≪概要≫

【フェリー海邦でのバリフリ教室の様子】

【フェリー海邦】

11



バリアフリー教室の開催 （令和３年度）

・ マスタープラン策定を後押しするため、沖縄市役所において、沖縄市循環バスを活用したバリアフリー
教室を７月２９日に開催予定だったが、緊急事態宣言延長につき延期。

・ インクルーシブ教育を推進するため、市役所職員だけでなく当事者参加を行う。

参加者 沖縄市職員・市役所利用者・当事者等を予定

内容

１．座学
講師：バリアフリープロモーター親川氏（予定）

２．実体験
車いす、アイマスク、高齢者疑似体験

※新型コロナ感染症対策として以下を実施予定
・受付時の体温測定及び健康状態申告書提出
・手指消毒のうえ、マスク着用での受講
・都度、設備や装着器具等のアルコール消毒

≪概要≫

【沖縄市コミュニティバス】

≪参考： 令和元年度 那覇バスターミナルでのバリアフリー教室の様子≫

参加者：バス事業者の職員・障害者

バリアフリー法の一部改正により、公共交通事業者等によるハード・ソフト
一体的な取組の推進等が新たに規定されたことを踏まえて、バス事業者の
職員を対象とした教室を開催。

12



（参考）
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ＵＤタクシー研修会について （令和３年度）

・ 年１回の沖縄分科会に加え、地域の課題等に応じた取組として、ＵＤタクシー研修会を１１月に那覇市
にて開催予定。

ＮＰＯ

参加者 沖縄本島内タクシー事業者・当事者等を予定

内容

１．座学

２．実技
（車いす利用者の協力のもと、乗降体験）

３．意見交換

≪概要≫

≪参考： 令和元年度 宮古島市でのＵＤタクシー講習会≫

参加者：ハイタク協会宮古支部所属の経営者、運行管理者、乗務員20名、
自立生活センターまんた、沖縄トヨタ自動車(株）、宮古島市都市計画課、
沖縄総合事務局

令和元年11月30日にDPI日本会議が実施した全国一斉UDタクシー乗車
運動アンケートにおいて、宮古島市にて乗車拒否が確認されたことを受け、
沖縄総合事務局運輸部及びハイタク協会との共催により講習会を開催 【講習会の様子】 14



沖縄総合事務局開発建設部の役割について

地域のニーズや課題に応じて、河川や道路、港湾・空港、国営公園、官庁施設などの社会資本の整備、維持
管理を行っています。

以下の分野で事業を実施します。

道路
397.69

治水25.45

港湾
147.62

空港
53.87

営繕5.0 公園 38.65
直 轄
（単位：億円）

直轄事業費
668.28億円

［前年度費101.0%］

道路 63.53

港湾
14.84

住宅 90.74

補 助
（単位：億円）

補助事業費
169.11億円

［前年度費160.0%］

道路 港湾河川 営繕 空港公園

(C)DigitalGlobe

沖縄県
人 口 145.9万人
総面積 2,281㎢

社会資本総合整備事業費
（社会資本整備総合交付金、防災・安全交付金）

301.49億円［前年度費111.6%］

令和３年度予算 当初予算：1141.78億円［前年度費110.1%］

15



国道58号名護市羽地中学校前バス停付近 [R58羽地地区交通安全対策 R２.９完成］

○名護市羽地地区における事故対策や自転車通行空間の整備に併せて、
歩道のバリアフリー化を実施。

＞視覚障害者誘導ブロックを設置し、誘導動線を確保。

＞歩道構造をセミフラット構造とし、歩道面に生じる勾配や乗入れ部等
の段差を小さくすることで、平坦性を確保。

整備前

整備後

整備箇所

視覚障害者誘導ブロック↑ ↑視覚障害者誘導ブロック

北部国道事務所

北部国道事務所

道路のバリアフリー取り組み事例

16



道路のバリアフリー取り組み事例

金武バイパスは、金武市街地の交通安全の確保と交通渋滞の緩和、幹線道路としての機能向上
を目的とする道路であり平成31年3月30日に全線2車線開通を行っているが、バリアフリー化に対
応した歩道幅員、勾配を確保した。

一 般 国 道 329 号 金 武 バ イ パ ス

金武バイパス 延長５．６km（２車線）

104

き
ん

き
ん
な
か
が
わ

金
武
町
字
金
武
中
川

（起)

き
ん

き
ん
は
ま
だ

金
武
町
字
金
武
浜
田

(終)

金武バイパス

那覇市

329

329

【位置図】
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3.5ｍ

①糸満市・西崎付近

道路のバリアフリー取り組み事例 （国道３３１号糸満道路）う ら そ え

糸満道路は沖縄西海岸道路の一部を構成する道路として、国道３３１号の交通渋滞緩和、那覇港・那覇空港への
アクセス向上による物流支援、更には南部地域に点在する観光施設へのアクセス向上による周遊観光を支援し、
南部地域の発展に寄与する道路であり、平成２９年３月４日に全線４車線開通を行っているが、バリアフリー化に対
応した歩道幅員、勾配、視覚障害者誘導ブロックを設置した。

・車いす使用者等の通行に配慮し、歩道斜路の縦断勾配
を5％以下とした。また、視覚障害者誘導用ブロックを適切
に配置。

・安全かつ円滑な交通を確保するため、歩道幅員を3.5ｍとし、

視覚障害者誘導用ブロックを適切に配置。

5%

②糸満市・糸満付近

至

南
城

至

那
覇

平面図

歩道橋

3.0ｍ

断面図

位置図

①

②

5%
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道路のバリアフリー取り組み事例 （国道３２９号南風原バイパス）う ら そ え

一般国道３２９号の南風原町から那覇市間の交通混雑の緩和を図るとともに、那覇空港自動車道、那覇東バイパ
ス、与那原バイパス、都計道真地・久茂地線と一体となった幹線道路網の形成を目的とする道路であり、平成３１
年３月２１日に側道部の開通を行っているが、バリアフリー化に対応した歩道幅員、視覚障害者誘導ブロックを設
置した。

・安全かつ円滑な交通を確保するため、歩道幅員を4.0ｍとし、

視覚障害者誘導用ブロックを適切に配置。
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那
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上り線側道部歩道

断面図

4.0ｍ 4.0ｍ

上り線歩道下り線歩道

平面図
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位置図
南風原町宮平上り線 南風原町宮平下り線
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国営公園のバリアフリー取組事例 国営沖縄記念公園（海洋博覧会地区）

○海洋博公園では園内施設等を網羅したバリアフリーマップを作成し、全てのお客様が快適にお過ごしいただけるよう努めている。

優先駐車場の確保

スロープの設置と各施設への送迎

多目的トイレ（写真はオストメイト対応）の設置

ベビーカーと車椅子（電動あり）の貸出

授乳室の設置海洋文化館へ向かうEVの設置

ﾀﾌﾞﾚｯﾄを用いた多言語案内
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官庁営繕のバリアフリー取組事例

所在地 ：沖縄県石垣市登野城５５－２
構造・規模：鉄筋コンクリート造３階建
建築面積 ： 722㎡
延床面積 ：1,993㎡

案内板
大きくわかりやすい平易な文字、記号、図等で表記し、色彩は
地色と対比効果があるものとした

玄関のエレベーター付近をはじめ、各室前にはピクトサインを
設置

授乳室
乳幼児を連れた利用者等を
考慮し、授乳室を設置

玄関
敷地入口から建物内部に連続し
て視覚障害者用誘導ブロックを
設置

那覇地方裁判所石垣支部・那覇家庭裁判所石垣支部・石垣簡易裁判所

階段
一般利用者階段には２段手す
りを設置

多目的トイレ
１階はオストメイト対応とし、大人も使用可能な折りたたみベット
を設置
2階と3階でトイレ内のレイアウトを変え、左右で身体機能に制限
のある方の対応を考慮

1Ｆ 3Ｆ
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社会資本総合整備事業（社会資本整備総合交付金と防災・安全交付金）

22



社会資本整備総合交付金と防災・安全交付金の対象事業
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バリアフリー化の支援制度①（社会資本総合整備事業）
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バリアフリー化の支援制度②（社会資本総合整備事業）
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社会資本整備総合交付金と防災・安全交付金に関する問合せ先

■社会資本整備総合整備計画の制度全般

内閣府沖縄総合事務局 建設行政課

■バリアフリー支援事業に関する事前の相談等
（都市・地域交通戦略推進事業、バリアフリー環境整備促進事業）

内閣府 沖縄総合事務局 建設産業・地方整備課

■電話番号

内閣府 沖縄総合事務局 ０９８－８６６－００３１
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